
宮崎国スポ強化戦略プロジェクト補助金交付要項 
【（２）女性アスリート等活動支援プロジェクト】 

 
１ 目 的 
    第８１回国民スポーツ大会において天皇杯の獲得を目指す上で、女子の競技力向上は喫緊の課題で
ある。そのため、女性アスリート等への支援等を充実させ、第８１回国民スポーツ大会での女子種別
における競技得点の獲得を目指す。 

２ 補助対象 
（１）ネクストアスリート強化指定選手支援 

    第８１回国民スポーツ大会に出場し活躍が期待される女性アスリート 
（２）スポーツ環境支援 

   ①  トレーナー・保育士等の活用支援（女性アスリート、女性指導者） 
   ② 医療費補助（女性アスリート） 
   ※女性指導者については、保育士等の活用支援のみ対象とする。 
３ 補助対象経費（領収書の宛名は個人名(指定選手)と競技団体名とする。） 
【ネクストアスリート強化指定選手支援】 
（１）旅 費、 

①交通費    強化練習等に伴う選手・指導者の旅費、高速道路使用料 
②宿泊費    選手、指導者の宿泊費 (県内外一泊１５，０００円(税込)以内を原則とする。) 

（２）需用費     競技用消耗品、燃料費 
（３）役務費     振込手数料 
（４）使用料賃借料  会場使用料、競技用具使用料、駐車場使用料、トレーニング施設使用料     

【スポーツ環境支援】 
（１）報償費     強化練習等に伴うトレーナー・保育士等への謝礼 
（２）旅 費 

①交通費    強化練習等に伴うトレーナー・保育士等の交通費 
②宿泊費    強化練習等に伴うトレーナー・保育士等の宿泊費 

 (県内外一泊１５，０００円(税込)以内を原則とする。) 
（３）需用費     女性特有の健康課題を理由に産婦人科や婦人科を受診した際に処方された薬 
           代 
（４）役務費     女性特有の健康課題を理由に産婦人科や婦人科を受診した際の診察・検査手

数料 
４ 補助対象者の決定 
（１） ネクストアスリート強化指定選手支援 

関係団体の推薦に基づき、強化・育成委員会で決定する。 
（２） スポーツ環境支援 

①トレーナー・保育士等の活用支援 
関係団体の希望調査票に基づき、強化・育成委員会で決定する。 

②医療費補助 
選手本人を対象とした事前申請に基づき、決定する。 

５ 事務手続き 
 （１）ネクストアスリート強化指定選手支援 

宮崎国スポ強化戦略プロジェクト（⑵女性アスリート等活動支援プロジェクト）として申請
を行う。 

（２）スポーツ環境支援 
   ①トレーナー・保育士等の活用支援 
    一括申請を行う。 
   ②医療費補助 
    選手本人が申請を行い、補助に係る支援金の請求と受領について競技団体に委任する。競技団

体は、選手本人からの委任に基づき、支援金の請求と受領を行う。 
６ 補助金は、別に定める「補助金等の執行に関する取扱」に基づき、適正に執行しなければならない。 
７ この要項は、平成２９年４月１日から施行する。 

平成３１年４月１日一部改正 
令和 ２年４月１日一部改正 

    令和 ３年４月１日一部改正 
    令和 ４年４月１日一部改正 
  令和 ５年４月 1 日一部改正 
  令和 ６年４月 1 日一部改正 
  令和 ７年４月 1 日一部改正 
  令和 ８年４月 1 日一部改正 


